
○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
四
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
設
計
、
施
工
及
び
維
持
保
全
の
指
針
（
平
成
二

十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

２
⑴
中
「別

表
第
７

」
を
「別

表
第
６

」
に
、
「熱

貫
流
率
Ｕ

H
i

」
を
「熱

貫
流
率
Ｕ

i

」
に
、
「熱

貫
流
率
Ｕ

F
H
j

」

を
「熱

貫
流
率
Ψ

j

」
に
改
め
る
。

２
⑵
中
「平

均
日
射
熱
取
得
率
η

A
」
を
「平

均
日
射
熱
取
得
率
η

A
C

」
に
、
「別

表
第
７

」
を
「別

表
第
６

」
に
、

「第
ｊ
方
位
に
お
け
る
外
皮
等
の
第
ｉ
部
位
の
日
射
熱
取
得
率
η

i
j

」
を
「外

皮
の
第
ｉ
部
位
の
第
ｉ
部
位
の
日
射
熱

取
得
率
η

i

」
に
改
め
る
。

２
⑶
ロ
中
「空

間
が

」
及
び
「天

井
裏
又
は

」
の
下
に
「外

気
に
通
じ
る

」
を
加
え
る
。

２
⑶
ハ
中
「空
間
が

」
及
び
「天

井
裏
又
は

」
の
下
に
「外

気
に
通
じ
る

」
を
加
え
、
「な

お
屋
根
を
断
熱
及
び

、

日
射
遮
蔽
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
構
造

（以
下

「断
熱
構
造

」と
い
う

）と
す
る
天
井
裏
又
は
基
礎
を
断
熱
構
造

。

と
す
る
床
裏
に
あ
る
当
該
取
合
部
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

」
を
削
る
。

、
。

附
則
第
５
項
中
「
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
組
積
造
そ
の
他
こ
れ

1



ら
に
類
す
る
構
造
（
以
下
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
」
と
い
う

）
の
住
宅
に
お
い
て
、
当
該
住
戸
の
過
半
の
床
が

。

外
気
、
外
気
に
通
じ
る
床
裏
又
は
こ
れ
ら
と
同
様
の
熱
的
環
境
の
空
間
に
接
し
て
い
る
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

附
則
第
５
項
⑵
イ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

熱
貫
流
率
の
基
準
値

（単
位

１
平
方
メ

ト
ル
１
度
に
つ
き

ー

住
宅
の
種
類

断
熱
材
の
施
工
法

部
位

ワ
ッ
ト

）

地
域
区
分

１
及
び

３
４

５
８

、
、

２
６
及
び
７

鉄
筋
コ
ン
ク

内
断
熱
工
法

屋
根
又
は
天
井

0
.
2
7

0
.
3
5

0
.
3
7

0
.
5
3

リ
ト
造
等

壁
0
.
3
9

0
.
4
9

0
.
7
5

ー

の
住
宅

床
外
気
に
接
す
る

0
.
2
7

0
.
3
2

0
.
3
7

部
分

そ
の
他
の
部
分

0
.
3
8

0
.
4
6

0
.
5
3

土
間
床
等

外
気
に
接
す
る

0
.
5
2

0
.
6
2

0
.
9
8

の
外
周
部

部
分

2



分
の
基
礎

そ
の
他
の
部
分

1
.
3
8

1
.
6
0

2
.
3
6

外
断
熱
工
法

屋
根
又
は
天
井

0
.
3
2

0
.
4
1

0
.
4
3

0
.
6
2

壁
0
.
4
9

0
.
5
8

0
.
8
6

床
外
気
に
接
す
る

0
.
2
7

0
.
3
2

0
.
3
7

部
分

そ
の
他
の
部
分

0
.
3
8

0
.
4
6

0
.
5
3

土
間
床
等

外
気
に
接
す
る

0
.
5
2

0
.
6
2

0
.
9
8

の
外
周
部

部
分

分
の
基
礎

そ
の
他
の
部
分

1
.
3
8

1
.
6
0

2
.
3
6

そ
の
他
の
住

屋
根
又
は
天
井

0
.
1
7

0
.
2
4

0
.
2
4

0
.
2
4

宅
壁

0
.
3
5

0
.
5
3

0
.
5
3

床
外
気
に
接
す
る

0
.
2
4

0
.
2
4

0
.
3
4

部
分

そ
の
他
の
部
分

0
.
3
4

0
.
3
4

0
.
4
8

土
間
床
等

外
気
に
接
す
る

0
.
2
7

0
.
2
7

0
.
5
2

の
外
周
部

部
分

3



分
の
基
礎

そ
の
他
の
部
分

0
.
7
1

0
.
7
1

1
.
3
8

１
「熱

貫
流
率

」と
は

内
外
の
温
度
差
１
度
の
場
合
に
お
い
て
１
平
方
メ

ト
ル
当
た
り
貫
流
す
る
熱
量
を
ワ

、
ー

ッ
ト
で
表
し
た
数
値
で
あ
っ
て

当
該
部
位
を
熱
の
貫
流
す
る
方
向
に
構
成
し
て
い
る
材
料
の
種
類
及
び
厚
さ

、

熱
橋
に
よ
り
貫
流
す
る
熱
量
等
を
勘
案
し
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

、
。

。

２
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ト
造
等
の
住
宅
に
お
い
て

「内
断
熱
工
法

」と
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ト
造
等
の
構
造
体

ー
、

ー

の
内
側
に
断
熱
施
工
す
る
方
法
を

「外
断
熱
工
法

」と
は
構
造
体
の
外
側
に
断
熱
施
工
す
る
方
法
を
い
う

、
。

以
下
同
じ
。

３
一
の
住
宅
に
お
い
て
複
数
の
住
宅
の
種
類
又
は
断
熱
材
の
施
工
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
、

れ
ぞ
れ
の
住
宅
の
種
類
又
は
断
熱
材
の
施
工
法
に
応
じ
た
各
部
位
の
熱
貫
流
率
の
基
準
値
を
適
用
す
る
も
の
と

す
る
。

４
土
間
床
等
の
外
周
部
分
の
基
礎
は

基
礎
の
外
側
又
は
内
側
の
い
ず
れ
か
又
は
そ
の
両
方
に
お
い
て

断
熱

、
、

材
が
地
盤
面
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り

か
つ

熱
貫
流
率
が
表
に
掲
げ
る
基
準
値
以
下
と
な
る
仕
様
で
基
礎
底

、
、

盤
上
端
か
ら
基
礎
天
端
ま
で
連
続
し
て
施
工
さ
れ
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
断
熱
性
能
を
確
保
で
き
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
５
項
⑵
ロ

の
表
中
「外

周

」
の
次
に
「部

分
の
基
礎

」
を
加
え
る
。

（イ）

附
則
第
５
項
⑵
ロ

の
表
以
外
の
部
分
中
「地

域

」
を
「地

域
区
分

」
に
改
め
、
同

の
表
中
「地

域

」
を
「地

域

（ロ）

（ロ）

4



区
分

」
に
改
め
る
。

附
則
第
５
項
⑶
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
宅
の
種
類

開
口
部
比
率
の
区
分

地
域
区
分

１
２
及
び
３

４
５

６
及
び
７

８
、

、
、

一
戸
建
て
の

（い

）

0
.
0
7
未
満

0
.
0
8
未
満

0
.
0
8
未
満

住
宅

（ろ

）

0
.
0
7
以
上
0
.
0
9
未
満

0
.
0
8
以
上
0
.
1
1
未
満

0
.
0
8
以
上
0
.
1
1
未
満

（は
）

0
.
0
9
以
上
0
.
1
1
未
満

0
.
1
1
以
上
0
.
1
3
未
満

0
.
1
1
以
上
0
.
1
3
未
満

（に

）

0
.
1
1
以
上

0
.
1
3
以
上

0
.
1
3
以
上

共
同
住
宅
等

（い

）

0
.
0
5
未
満

0
.
0
5
未
満

0
.
0
5
未
満

（ろ

）

0
.
0
5
以
上
0
.
0
7
未
満

0
.
0
5
以
上
0
.
0
7
未
満

0
.
0
5
以
上
0
.
0
7
未
満

（は

）

0
.
0
7
以
上
0
.
0
9
未
満

0
.
0
7
以
上
0
.
0
8
未
満

0
.
0
7
以
上
0
.
0
8
未
満

（に

）

0
.
0
9
以
上

0
.
0
8
以
上

0
.
0
8
以
上

附
則
第
５
項
⑶
イ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開
口
部
比
率
の
区
分

熱
貫
流
率
の
基
準
値

（単
位

１
平
方
メ

ト
ル
１
度
に
つ
き
ワ
ッ
ト

）

ー

地
域
区
分

１
２
及
び
３

４
５

６
及
び
７

８
、

、

5



（い

）

2
.
9
1

4
.
0
7

6
.
5
1

（ろ

）

2
.
3
3

3
.
4
9

4
.
6
5

（は
）

1
.
9
0

2
.
9
1

4
.
0
7

（に
）

1
.
6
0

2
.
3
3

3
.
4
9

附
則
第
５
項
⑶
ロ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
宅
の
種
類

地
域
区
分

開
口
部
比
率
建
具
の
種
類
若
し
く
は
そ
の
組
合
せ
又
は
付
属
部
材

ひ
さ

、

の
区
分

し
軒
等
の
設
置
に
関
す
る
事
項

、

一
戸
建
て
の
住
宅

１
２

３

（い

）

、
、

及
び
４

（ろ

）

（は
）

（に
）

５
６
及
び

（い

）

、

７

（ろ

）

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
7
4
以
下
で
あ
る
も
の

ロ
付
属
部
材
又
は
ひ
さ
し

軒
等
を
設
け
る
も
の

、

（は

）及
び
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

6



（に

）

イ
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
4
9
以
下
で
あ
る
も
の

ロ
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
7
4
以
下
の
も
の
に

ひ
さ

、

し
軒
等
を
設
け
る
も
の

、

ハ
付
属
部
材

（南

±

2
2
.
5
度
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

外
付
け
ブ
ラ
イ
ン
ド
に
限
る

）を
設
け
る
も
の

、
。

８

（い

）

付
属
部
材
又
は
ひ
さ
し

軒
等
を
設
け
る
も
の

、

（ろ

）

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
6
8
以
下
の
も
の
に

ひ
さ

、

し
軒
等
を
設
け
る
も
の

、

ロ
付
属
部
材
を
設
け
る
も
の

（は

）及
び
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
4
9
以
下
の
も
の
に

付
属
部
材

、

（に

）

（南

±

2
2
.
5
度
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

外
付
け
ブ
ラ

、

イ
ン
ド
に
限
る

）又
は
ひ
さ
し

軒
等
を
設
け
る
も
の

。
、

共
同
住
宅
等

１
２

３

（い

）

、
、

及
び
４

（ろ

）

（は

）

7



（に

）

５
６

及

（い

）

、
、

び
７

（ろ

）

（は

）

（に

）

８

（い

）

（ろ

）

付
属
部
材
又
は
ひ
さ
し

軒
等
を
設
け
る
も
の

、

（は

）及
び
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の

（に

）

イ
ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率
が
0
.
6
8
以
下
の
も
の
に

ひ
さ

、

し
軒
等
を
設
け
る
も
の

、

ロ
付
属
部
材
を
設
け
る
も
の

１

「ガ
ラ
ス
の
日
射
熱
取
得
率

」は
日
本
工
業
規
格
R
3
1
0
6

（板
ガ
ラ
ス
類
の
透
過
率
・
反
射
率
・
放
射
率

、

・
日
射
熱
取
得
率
の
試
験
方
法

）に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

「付
属
部
材

」と
は

紙
障
子

外
付
け
ブ
ラ
イ
ン
ド

（窓
の
直
近
外
側
に
設
置
さ
れ

金
属
製
ス
ラ
ッ
ト

、
、

、

等
の
可
変
に
よ
り
日
射
調
整
機
能
を
有
す
る
ブ
ラ
イ
ン
ド

）そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
日
射
遮
蔽
性
能
を

有
し

開
口
部
に
建
築
的
に
取
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
い
う

、
。

8



9

３

「ひ
さ
し

軒
等

」と
は

オ
バ

ハ
ン
グ
型
の
日
除
け
で

外
壁
か
ら
の
出
寸
法
が
そ
の
下
端
か
ら
窓

、
、

ー
ー

、

下
端
ま
で
の
高
さ
の
0
.
3
倍
以
上
の
も
の
を
い
う
。

附
則
第
６
項
中
「
か
ら
⑶
」
を
「
及
び
⑵
」
に
改
め
、
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
を
⑵
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

住
宅
に
対
す
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
設
計
、
施
工

及
び
維
持
保
全
の
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
新
告
示
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
建
築
物
に
対
す
る
同
第
七
十
五
条
第
一
項
後
段
又
は
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
係
る
新
告
示
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


